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令和元年12月2日

料金不足郵便物の取扱いについて（申合せ）

仙台高等裁判所

仙台地方裁判所

仙台家庭裁判所
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12月9日からの執務時間内に配達された料金不足又は郵便切手の貼付のない郵

便物の取扱いについて,別紙のとおり申し合わせる。
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叶牒及び裁判部を仙台簡雷

陛務謀は宛先や遅出人の』

受領の可否については郵個
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d騨宝酎瞬氏畢郡及ひ刑事部を仙台家麺’

且当する係をいう(司法行政文の実族通達記‘
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『は庶務腺及び民事事件を

)て主管課等が不明であつ
'してから判断することはで
の写し等．不足分の料令刃

ケース 配達郵便物 宛先,差出人等の郵便鞠の表示 受個可否の料断主体 受領 具体的な流れ． ，

①

②

③

郵便集配員にそ
の場で不足額を
支払わなけれ
ば,郵便物の受
領ができない場
合(不足料金額
が100円以上の
場合等）

主管課等(※1)が分かる塙合
(『長官｣又は｢所長｣宛ては総
務課を主管課とする｡）

主管課等が不明の場合(※2）

1総務蝶(仙台
簡裁において
は庶務蝶,以下
同じ)は，受付
手続をしない
で,主管課等に
対して.差出人
の氏名(分から

ない場合には
その旨)及び郵
便物の料金不
足額を伝え,受
領の可否を照
会する。
2主管諜等は受
領の可否を判
断する(※3)。

受領する場合

受領しない場合

受領しない。

1主管課等は,総務謀に対して,受領する旨を伝える．
2総務課は,会計課に対し,不足分の郵便切手の払出
購求を行い,会計課から郵便切手の払出しを受け,郵便
集配員から,その切手と引換えに郵便物を受領し,受領
の判断をした日の受付手続をして,主管諜等に配布す
る ｡

3原則として,主管諜等は，
(1)当該郵便物を開封の上,国庫負担又は国庫立替の
判断をする。

(2)国庫負担の場合,他の処理は不要。
(3)国庫立替の場合,会計課に別添の債樋発生通知を
する(※4)。

1主管課等は,総務課に対して,受領しない旨を伝える。
2総務謀は,郵便集配員に対して,料金不足のため受領
しない旨を伝える。

総務課は,郵便集配員に対して，
ない旨を伝える。

料金不足のため受領し

④

⑤

⑥

別添の｢郵便料
金不足のお知ら
せ｣のハガキ(以
下｢ハガキ｣とい
う｡)とともに,郵
便物が配達され
る増合(不足料
金額が100円未
満の場合等）

主管課等(※1)が分かる場合
(｢長官｣又は『所長｣宛ては総
務課を主管課とする｡）

主管課等が不明の場合(※2）

1総務課(仙台
簡裁において
は庶務課,以下
同じ)は,ハガ

キのみ受付手
続をして,主管
謀等に対して．
ハガキとともに
郵便物を交付
し,受領の可否
を照会する。
2主管課等は受
領の可否を判
断する(※3)。

受領する場合

受領しない場合

受領しない。

1主管課等は.総務腺に対して,受領する旨を伝えてハガ
キとともに郵便物を一旦返還する。
2総務課は,郵便物に受領の判断をした日の受付手続を
して,主管課等に,ハガキとともに郵便物を配布する。
3原則として,主管課等は．
(1)国庫負担又は国庫立替の判断をする。
(2)国庫負担の堪合.会計諜に対し､不足分の郵便切手
の払出鯖求を行い，
け,それをハガキに

会計課から郵便切手の払出しを受
貼付し‘郵便局に送付する。

(3)国庫立替の場合,差出人に対して,不足分の郵便切
手の10日以内の納付を促す。
ア不足分の郵便切手が納付された場合,その切手を
ハガキに貼付し,郵便局に送付する。
イ不足分の郵便切手が納付されなかった場合,会計
課に対し,不足分の郵便切手の払出請求を行い,会
計課から郵便切手の払出しを受け.その切手をハガキ
に貼付し,郵便局に送付する｡併せて,会計課に別添
の債権発生通知をする(※4)。

1主管謀等は.総務課に対して,受領しない旨を伝えてハ
ガキとともに郵便物を返還する。
2総務課は.ハガキの｢この郵便物は,料金が不足してい
ますので,受け取れません｡｣欄に担当者の鯉印を押し，
ハガキとともに郵便物を郵便局に送付する。

総務課は‘ハガキのみ受付手続をした上で，ハガキの｢こ
の郵便物は,料金が不足していますので,受け取れませ
ん｡｣欄に担当者の麗印を押し,ハガキとともに郵便物を郵
便局に送付する。



郵便初を受け取られる壇合も、お返しになる穐合も、郵

便局では、それぞ猟、遇やかに願後の処理をする必要がご

ざいますので､遅くとも本日から10日以内に次のどちらか

郵便はが 3

周回回{ﾖ回回回
一
一
一

通儒剖聯
（股預儒）

をご選茨ください。

日本郵便株式会社

郵便局行

1 塞勵をこのままお受け取りになる壗合

一不足料金をお支凱いいただきます－

」$乎馳で-＄･が．不足分l邑側当する切手を「切手ら二うｲ#欄」に

お貼Ij$毛をつぎ．〃近くのポスト【二おlilい､彪廼<か、この瞳が‐

きをお野ちの上．お運<の髭便聞でお翼払いくださ告､。

bU■■■■ーローーーー●■■■■､●一・一令一■ﾛ■■■■●一0－ーーーー

蘭｡

郵便料金不足のお知らせ
2郵便物をお受け取りになりたくない増合

一不足料金はお支払いに芯らなくて結禰です一平成 雌 ．〃 H

〒芯秘8．838窓

I』本鰯便樺式金祉 駆憐脚
お手翰で.『が、できる韮吋遠やか

【二・W》紙)1･XI皇郷陳の趣けの小紙

I;･を郎秬ﾖ吋に雄りf･l:ｻ上.上．お近く

の:!fストにお柵し<姪思い,た庵し、

この方湛は擁便狗を側肘寸.る前に隈

切手ちょう付閏
(不足分の切手を

お貼り<鱈きいI

椋

瀧達担当藷印 秒

』)主十ので、ご雛愈<ださら､吟
いつも郵我とご何川Iいただふましてありがとうございます唇

二のた腰.鱸脇けし霞した郵便紡吟､璽蕊ご己芭言丙示電して
おり虞すが、郵腿梅を迅遭・筒輝二狂受け取趾いた蝉ｼろ表う、ひと

Z･l．､必排ﾅしユしたので、ご了祇願います。この免腿物の受I繩り

$二つさ必しては、礎面】、2のも吋・jLかの方煥をご鼠批<だぎい。

を』3，軸金不足の鋤朏よ．吹のO印巷付して8，ると郷;》で･4.香

1定形銘風物（蕊闇）の大きさを趣えていま十s

2所定の重圧が超過していき･に

③納噸が郡足していま･『．
Qその陸

この郵便物は、料金が

不足していますので、
〃

受け取れません。

（鼬又はサイン）
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【機密性2】(別添）

発生

年度
令和 年度

番号

調査確認 歳入徴収官等印

令和 年 月 日

債権発生通知書

仙台○○裁判所歳入徴収官殿 （債権管理簿）

次のとおり通知します。

官職氏名 仙台○○裁判所事務局○○課

令和○年○月○日 一

裁判所○○○○○○○ ③

発生

年月日
債 務 者

氏 名 住 所

債権金額
調査決定

年月日 印

納入告

知番号
履行期限

消 滅

年月日 弁済額 欠損額 残額

備考

○.○．

○ ○○○○ ○○県○○市○○ ○○ 料金不足郵便物の受領費用


